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承認案第１０７号 

 

   専決処分の承認について（委託契約の変更） 

 

                        （都市交通部都市整備課）  

 

１ 専決処分をした理由 

  令和３年２月２６日議決第２５号により議決を経た西高屋駅南北自由通路等工

事委託に関する基本協定を変更することについて、議会を招集する時間的余裕が

ないと認め、専決処分をしたものである。 

２ 専決処分の内容 

原契約金額 変更契約金額 減少額 

１４億７,３６３万２,０００円 １３億９,７２６万４,８３６円 ７,６３６万７,１６４円 

３ 変更後の委託契約の内容 

 (1) 工事の場所 

   東広島市高屋町中島 

 (2) 契約の相手方 

   西日本旅客鉄道株式会社 

 (3) 工期 

   令和３年２月２７日から令和８年３月３１日まで 

４ 専決処分年月日 

  令和８年３月３０日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場

合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において

議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕
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がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議

決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分する

ことができる。－略－ 

③ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議にお

いてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 
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承認案第１０８号 

 

   専決処分の承認について（東広島市税条例の一部改正） 

 

                      （財務部市民税課・資産税課）  

 

１ 専決処分をした理由 

地方税法等の一部が改正され、令和８年４月１日から施行されることに伴い、

東広島市税条例等の一部を改正する必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕

がないと認め、専決処分をしたものである。 

２ 専決処分の内容 

 (1) 改正の内容 

  ア 個人の市民税 

   (ｱ) 所得割の納税義務者が自己の同族会社である法人との合計で株式等の保

有割合が１００分の３以上となる内国法人から支払いを受ける上場株式等

の配当等について、引き続き総合課税の対象とする。（第３３条関係） 

   (ｲ) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る課税の特例について、適用期限を３年間延長する。（附則第１７条の２

関係） 

  イ 固定資産税 

    地方税法等の一部改正に伴い、条例において引用しているこれらの法令の

条項を整理する。（附則第１０条の２、附則第１０条の３関係） 

  ウ 軽自動車税 

    軽自動車税の環境性能割を廃止し、現行の種別割を軽自動車税とするほ

か、所要の規定の整備を行う。（第１８条の３、第１９条、第８０条、第８

１条、第８１条の３、第８１条の４、第８１条の５、第８１条の６、第８１

条の７、第８１条の８、第８２条、第８２条の２、第８３条、第８５条、第

８７条、第８８条、第８９条、第９０条、第９１条、附則第１５条の２、附

則第１５条の３、附則第１５条の４、附則第１５条の５、附則第１５条の

６、附則第１６条、附則第１６条の２、平成２６年改正附則第６条関係） 
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(2) 施行期日等 

  ア 施行期日 

令和８年４月１日 

  イ 経過措置 

   (ｱ) 固定資産税に関する規定  

令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

   (ｲ) 軽自動車税に関する規定  

令和８年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。 

３ 専決処分年月日 

  令和８年３月３１日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場 

 合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において 

 議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕 

 がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議 

 決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分する 

 ことができる。－略－ 

③ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議にお 

 いてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 
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議案第１１２号 

 

   財産の取得について 

 

                          （消防局消防総務課） 

 

１ 提案の理由 

  東広島消防署北分署に配備する消防ポンプ自動車を買い入れようとするもので

ある。 

２ 取得する財産 

 (1) 種別 動産 

 (2) 品名 消防ポンプ自動車 

 (3) 数量 １台 

３ 取得価格 

  ５,９６２万円 

４ 相手方 

  東広島市西条土与丸三丁目１番１５号 

  上野物産株式会社 

  代表取締役 上 野 和 浩 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。 
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議案第１１３号 

 

   財産の取得について 

 

                          （消防局消防総務課） 

 

１ 提案の理由 

  東広島消防署安芸津分署に配備する２Ｂ型救急自動車（高規格仕様）を買い入

れようとするものである。 

２ 取得する財産 

 (1) 種別 動産 

 (2) 品名 ２Ｂ型救急自動車（高規格仕様） 

 (3) 数量 １台 

３ 取得価格 

  ３,５８０万５,０００円 

４ 相手方 

  広島市西区三篠町三丁目１４番１７号 

  広島日産自動車株式会社 

  代表取締役 前   卓 志 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。 
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議案第１１４号 

 

   財産の取得について 

 

                          （消防局消防総務課） 

 

１ 提案の理由 

  東広島消防署西分署に配備する高規格救急自動車を買い入れようとするもので

ある。 

２ 取得する財産 

 (1) 種別 動産 

 (2) 品名 高規格救急自動車 

 (3) 数量 １台 

３ 取得価格 

  ３,４６２万８,０００円 

４ 相手方 

  広島市西区三篠町三丁目１４番１７号 

  広島日産自動車株式会社 

  代表取締役 前   卓 志 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。 
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議案第１１５号 

 

   財産の取得について 

 

             （教育委員会学校教育部安芸津学校給食センター）  

 

１ 提案の理由 

  安芸津学校給食センターに設置するシステム洗浄機等を買い入れようとするも

のである。 

２ 取得する財産 

 (1) 種別 動産 

 (2) 品名 システム洗浄機、立体浸漬槽及びコンプレッサー 

 (3) 数量 各１台 

３ 取得価格 

  ３,６３０万円 

４ 相手方 

  東広島市高屋町杵原２３３５－２ 

  くにさわ商会 

  代表 塚 脇 知 宏 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。 
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議案第１１６号 

 

   請負契約の締結について 

 

（教育委員会学校教育部教育総務課）  

 

１ 提案の理由 

  令和８年度小学校施設整備事業郷田小学校長寿命化改良及び増築工事の請負契

約を締結しようとするものである。 

２ 契約の内容  

 (1) 工事の場所 

   東広島市西条町郷曽 

 (2) 工事の内容 

建築一式工事 

  ア 増築工事 

    増築校舎棟 

    鉄筋コンクリート造 

    ３階建て 

    延べ面積 ２,４６６.２７平方メートル 

  イ 改修工事 

    既存校舎棟 

   (ｱ) 普通特別教室棟 

     鉄筋コンクリート造 

     ３階建て 

     延べ面積 １,１７９.０２平方メートル 

   (ｲ) 普通教室棟 

     鉄筋コンクリート造 

     ３階建て 

     延べ面積 １,６０１.７１平方メートル 

   (ｳ) 特別教室棟 
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     鉄筋コンクリート造 

     ３階建て 

     延べ面積 ２５７.３７平方メートル 

 (3) 契約金額 

   ２０億１,１１１万２,４００円 

 (4) 契約の相手方 

   砂原・上垣特定建設工事共同企業体 

   代表構成員 広島市中区平野町１－１６ 

         株式会社砂原組 

         代表取締役 砂 原   傑 

   構 成 員 東広島市西条町田口１４３７番地 

         株式会社上垣組 

         代表取締役 上 垣   健 

 (5) 工期 

   東広島市議会の議決のあった日の翌日から令和１０年１月３１日まで 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第１１７号 

 

   委託契約の締結について 

 

                            （消防局警防課）  

 

１ 提案の理由 

  高機能消防指令センター中間更新業務の委託契約を締結しようとするものであ

る。 

２ 契約の内容 

 (1) 履行の場所 

   東広島市消防局ほか 

(2) 業務の内容 

   指令装置、指揮台、表示盤、無線統制台、指令伝送装置、気象情報収集装

置、災害状況等自動案内装置、順次指令装置、音声合成装置、出動車両運用管

理装置、システム監視装置、電源設備、統合型位置情報通知装置その他の設備

の製造及び据付け、情報システムの構築並びにこれらに付随する業務 

 (3) 契約金額 

   ２億９００万円 

 (4) 契約の相手方 

   広島市西区南観音５丁目１１番１２号 

   株式会社ゼネラル 

   中四国情報通信ネットワーク営業部 

   部長 八 田 昭 博 

 (5) 履行期間 

   東広島市議会の議決のあった日の翌日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

（根拠条例） 
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 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第１１８号 

 

請負契約の変更について 

 

（建設部維持課） 

 

１ 変更の理由 

令和７年１２月１８日に締結した令和７年度橋梁長期保全事業互栄橋橋梁補修

工事の請負契約について、工事の内容の一部を変更する必要が生じたため、請負

契約金額を変更しようとするものである。 

２ 変更後の請負契約の内容 

(1) 工事の場所 

東広島市八本松町飯田 

(2) 工事の内容 

  ア 橋梁補修工 

 (ｱ) ひび割れ補修工 ６７.５メートル 

   (ｲ) 断面修復工 ０.３１立方メートル 

(ｳ) 当て板補強工 ６箇所 

  イ 支承取替工 ２基 

  ウ 橋梁塗替工 １,２５０平方メートル 

  エ 目地部止水工 ７６メートル 

(3) 契約金額 

原契約金額 変更契約金額 増加額 

１億３,４０５万１,５００円 １億７,３１２万９,０００円 ３,９０７万７,５００円 

(4) 契約の相手方 

東広島市西条土与丸一丁目５番５５号 

シンクコンストラクション株式会社 

代表取締役 正 路 隆 弘 

(5) 工期 

令和７年１２月１９日から令和８年１２月２８日まで 
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（根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第１１９号 

 

   東広島市税条例の一部改正について 

 

（財務部市民税課・資産税課）  

 

１ 改正の理由 

  地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税に係る特定暗号資産の譲渡所得等

の課税方式及び特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準に

ついての特例措置の見直しその他所要の規定の整備を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

 (1) 個人の市民税 

ア 公的年金等（所得税の源泉徴収について特例の適用を受けるものに限

る。）の支払を受ける一定の公的年金等受給者について、公的年金等受給者

の扶養親族等申告書を提出するものとする。（第３６条の２、第３６条の３

の２、第３６条の３の３関係） 

  イ 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、

適用期限を設けないこととする。（附則第６条関係） 

  ウ 住宅借入金等特別税額控除の適用期間を５年間延長し、その適用の対象と

なる居住年を令和１２年まで延長する。（附則第７条の３関係） 

  エ 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を３年

間延長する。（附則第８条関係） 

  オ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

特例措置について、都市計画法の開発許可を受けて行う一定の一団の住宅地

の造成を行う者等に対する土地等の譲渡に該当するものをしたときに係るそ

の譲渡をした土地等が、その譲渡した時において地すべり防止区域、急傾斜

地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域内に存する場

合には、適用ができないこととする。（附則第１７条の２関係） 

  カ 所得割の納税義務者が特定暗号資産の譲渡をした場合には、当該特定暗号

資産の譲渡所得等については、他の所得と分離して１００分の３の税率によ
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り申告を通じて所得割を課する。（附則第１９条の３関係） 

 (2) 固定資産税 

  ア 免税点について、家屋にあっては３０万円に、償却資産にあっては１８０

万円に引き上げる。（第６３条関係） 

  イ 特定再生可能エネルギー発電設備のうち、令和８年４月１日から令和１１

年３月３１日までに新たに取得された設備に係る固定資産税の課税標準の特

例措置について、次のとおり見直す。（附則第１０条の２関係） 

   (ｱ) 次に掲げる設備に対して課する固定資産税の課税標準は、その課税標準

となるべき価格に２分の１を乗じて得た額とする。 

    ａ 太陽光発電設備のうち、一定のもの 

    ｂ 水力発電設備のうち、一定の規模未満のもの 

    ｃ 地熱発電設備のうち、一定の規模以上のもの 

    ｄ バイオマス発電設備のうち、一定の規模未満のもの 

   (ｲ) 風力発電設備のうち、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する

法律に規定する認定公募占用計画において設置する旨が記載されたものに

対して課する固定資産税の課税標準は、その課税標準となるべき価格に５

分の３を乗じて得た額とする。 

   (ｳ) 次に掲げる設備に対して課する固定資産税の課税標準は、その課税標準

となるべき価格に３分の２を乗じて得た額とする。 

    ａ 風力発電設備のうち、次のいずれかに該当するもの 

     (a) 港湾法の占用の許可を受けた者が、当該占用の許可に係る同法に規

定する港湾区域内水域等において設置した設備 

     (b) 地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促

進事業計画において整備する旨が記載された設備 

     (c) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生エネルギー電気の発電の

促進に関する法律に規定する認定設備整備計画において整備する旨が

記載された設備 

    ｂ 地熱発電設備（(ｱ)ｃに掲げるものを除く。） 

   (ｴ) 水力発電設備（(ｱ)ｂに掲げるものを除く。）に対して課する固定資産

税の課税標準は、その課税標準となるべき価格に４分の３を乗じて得た額
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とする。 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

  ア 個人の市民税に関する規定 

   (ｱ) 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例に関する規定 公布の日 

   (ｲ) 公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出に関する規定、特定一般用

医薬品等購入費に係る医療費控除の特例に関する規定及び住宅借入金等特

別税額控除に関する規定 令和９年１月１日 

   (ｳ) 長期譲渡所得に係る特例に関する規定等 令和１０年１月１日 

   (ｴ) 特定暗号資産の譲渡所得等の課税方式に関する規定 金融商品取引法及

び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の

翌々年の１月１日 

  イ 固定資産税に関する規定 

   (ｱ) 特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準について

の特例措置に関する規定等 公布の日 

   (ｲ) 免税点に関する規定 令和９年４月１日 

 (2) 経過措置 

  ア 個人の市民税に関する経過措置 

   (ｱ) 公的年等受給者の扶養親族等申告書の提出に関する規定 令和９年１月

１日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する扶養親族等申告

書について適用する。 

   (ｲ) 住宅借入金等特別税額控除に関する規定 令和８年１月１日以後に居住

の用に供する住宅について適用する。 

   (ｳ) 長期譲渡所得に係る特例に関する規定 令和１０年１月１日以後に行う

土地等の譲渡について適用する。 

   (ｴ) 特定暗号資産の譲渡所得等の課税方式に関する規定 (1)ア(ｴ)の日の属

する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 

  イ 固定資産税に関する経過措置 

    免税点に関する規定 令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 
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（根拠法令） 

 地方税法 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴

収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 
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議案第１２０号 

 

   東広島市都市計画税条例の一部改正について 

 

                           （財務部資産税課）  

 

１ 改正の理由 

黒瀬川流域が特定都市河川流域に指定されたことに伴い、貯留機能保全区域内

にある土地に係る都市計画税の課税標準の特例割合を定めるとともに、所要の規

定の整備を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

特定都市河川浸水被害対策法の規定により令和１０年３月３１日までに指定さ

れた貯留機能保全区域内にある土地に対して課する都市計画税の課税標準は、当

該区域の指定後の３年度分に限り、その課税標準となるべき価格に４分の３を乗

じて得た額とする。（附則第２項関係） 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

公布の日 

(2) 経過措置 

令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用する。 

 

 

 

（根拠法令） 

 地方税法 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴

収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 
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議案第１２１号 

 

   地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の特例に 

   関する条例の一部改正について 

 

（財務部資産税課）  

 

１ 改正の要旨 

  地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部改正に合わせ

て、固定資産税の不均一課税の要件である認定整備計画の認定を受ける期限を次

のとおり延長するとともに、所要の規定の整備を行おうとするものである。 

現 行 改 正 

令和８年３月３１日 令和１０年３月３１日 

２ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   公布の日 

 (2) 経過措置 

   令和８年４月１日から施行日の前日までの間に認定整備計画の認定を受けた

事業者についても適用する。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴

収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 

 



 

‐２１‐ 

議案第１２２号 

 

   東広島市印鑑条例の一部改正について 

 

（生活環境部市民課）  

 

１ 改正の要旨 

  出入国管理及び難民認定法等の一部改正に伴い、多機能端末機による印鑑登録

証明書の交付の申請に使用するものとして、特定在留カード及び特定特別永住者

証明書を追加しようとするものである。 

２ 施行期日 

  公布の日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

務に関し、条例を制定することができる。 
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議案第１２３号 

 

   東広島市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

                        （健康福祉部国保年金課）  

 

１ 改正の理由 

  地方税法等の一部改正に伴い、国民健康保険税における子ども・子育て支援納

付金課税額の区分の新設、基礎課税額の限度額の引上げ、減額措置に係る軽減判

定所得の算定方法の変更その他所要の規定の整備を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

(1) 子ども・子育て支援納付金課税額の区分の新設 

  ア 新たに子ども・子育て支援納付金課税額の区分を設け、その限度額を３万 

   円とする。（第２条、第２９条関係） 

  イ 子ども・子育て支援納付金課税額は、被保険者について次に掲げる所得割 

   額、被保険者均等割額、１８歳以上被保険者均等割額及び世帯別平等割額を 

   合算した額とする。（第１２条、第１３条、第１４条、第１５条関係） 

区  分 課  税  額 

所得割額 前年の基礎控除後の総所得金額等に１００分の

０.２９を乗じて得た額 

被保険者均等割額 被保険者１人につき １,２４７円 

１８歳以上被保険者

均等割額 

被保険者１人につき ７４円 

世帯別平等割額（１

世帯につき） 

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７９０円 

特定世帯 ３９５円 

特定継続世帯 ５９２円 

  ウ 子ども・子育て支援納付金課税額の減額措置について、その減額する額を 

   次のとおり定める。（第２９条関係） 

   (ｱ) 世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年の総所得金 

    額及び山林所得金額の合算額（(ｲ)及び(ｳ)において「合算額」という。） 

    が、４３万円を超えない世帯（(ｴ)において「１０分の７軽減世帯」とい 

    う。） 
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区  分 減額する額 

被保険者均等割額（被保険者１人につき） ８７３円 

１８歳以上被保険者均等割額（被保険者１人につき） ５２円 

世帯別平等割

額（１世帯に

つき） 

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５５３円 

特定世帯 ２７７円 

特定継続世帯 ４１５円 

   (ｲ) 合算額が、４３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき３１ 

    万円を加算した金額を超えない世帯（(ｴ)及び(3)において「１０分の５軽 

    減世帯」という。） 

区  分 減額する額 

被保険者均等割額（被保険者１人につき） ６２４円 

１８歳以上被保険者均等割額（被保険者１人につき） ３７円 

世帯別平等割

額（１世帯に

つき） 

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３９５円 

特定世帯 １９８円 

特定継続世帯 ２９６円 

   (ｳ) 合算額が、４３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５７ 

    万円を加算した金額を超えない世帯（(ｴ)及び(3)において「１０分の２軽 

    減世帯」という。） 

区  分 減額する額 

被保険者均等割額（被保険者１人につき） ２５０円 

１８歳以上被保険者均等割額（被保険者１人につき） １５円 

世帯別平等割

額（１世帯に

つき） 

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １５８円 

特定世帯 ７９円 

特定継続世帯 １１９円 

   (ｴ) 納税義務者の世帯内に未就学児がある場合における当該納税義務者に対 

    して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額の減額措 

    置について、被保険者均等割額から未就学児１人につき減額する額を次の 

    とおり定める。 

区  分 減額する額 

１０分の７軽減世帯 １８７円 

１０分の５軽減世帯 ３１２円 

１０分の２軽減世帯 ４９９円 

上記以外の世帯 ６２４円 

   (ｵ) 納税義務者の世帯に出産被保険者が属する場合における当該出産被保険 

    者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額、被保険者均等割額 

    及び１８歳以上被保険者均等割額について、それぞれ算定した額の１２分 
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    の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月 

    数を乗じて得た額を減額することとする。 

   (ｶ) 納税義務者の属する世帯内に１８歳未満被保険者がある場合における当 

    該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者 

    均等割額について、その１８歳未満被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額に相当する額を減額することとする。 

 (2) 基礎課税額の課税限度額を次のとおり引き上げる。（第２条関係） 

現 行 改 正 

６６万円 ６７万円 

 (3) 減額措置に係る軽減判定所得の算定において、被保険者等１人につき加算す

る金額を次のとおり引き上げる。（第２９条関係） 

区 分 現 行 改 正 

１０分の５軽減世帯 ３０万５,０００円 ３１万円 

１０分の２軽減世帯 ５６万円 ５７万円 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   公布の日 

 (2) 経過措置 

   令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴

収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 

 



 

‐２５‐ 

議案第１２４号 

 

   附属機関の設置に関する条例の一部改正について 

 

（こども未来部こども家庭課）  

 

１ 改正の要旨 

  東広島市要保護児童対策地域協議会の審議事項として、被措置児童等虐待に関

する事項を追加するとともに、当該附属機関の名称を東広島市要保護児童等対策

地域協議会に変更しようとするものである。 

２ 施行期日 

  令和８年７月１日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１３８条の４ 

③ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機

関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問

又は調査のための機関を置くことができる。－略－ 



‐２６‐ 

議案第１２５号 

 

   東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

   基準を定める条例等の一部改正について 

 

                         （こども未来部保育課）  

 

１ 改正の理由 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準等の一部改正に伴い、満３歳以上限定小規模保育事業の

設備及び運営に関する基準、特定理学療法士等の配置の特例及び児童対象性暴力

等の防止に係る規定その他所要の規定の整備を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

 (1) 満３歳以上限定小規模保育事業が創設されることに伴い、当該事業の設備及

び運営に関する基準を定める。（第１条、第２条関係） 

 (2) 小規模保育事業所等に配置する保育士の数の算定に当たり、特定理学療法士

等を１人に限り、保育士とみなすことができることとする。（第２条関係） 

 (3) 小規模保育事業所等における満３歳以上満４歳に満たない児童に対する保育

士又は保育従事者の員数に係る基準に関する経過措置の期限を、令和１０年３

月３１日とする。（第３条関係） 

 (4) 家庭的保育事業者等及び乳児等通園支援事業者は、児童対象性暴力等を防止

し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保護するた

め、児童等対象業務従事者に係る犯罪事実確認その他の必要な措置を講じなけ

ればならないこととする。（第２条、第４条関係） 

３ 施行期日 

 (1) 満３歳以上限定小規模保育事業の設備及び運営に関する基準及び特定理学療

法士等の配置の特例に係る規定 公布の日の翌日 

(2) 保育士等の員数に係る基準に関する経過措置の期限を定める規定等 公布の

  日 

(3) 児童対象性暴力等の防止に係る規定 令和８年１２月２５日 



‐２７‐ 

 （根拠法令） 

児童福祉法 

第３４条の１６ 市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び

運営について、条例で基準を定めなければならない。－略－ 

 

 子ども・子育て支援法 

第３４条  

２ 特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の

運営に関する基準に従い、特定教育・保育（特定教育・保育施設が特別利用保育

又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含

む。－略－）を提供しなければならない。 

第４６条 

２ 特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に

関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。 



‐２８‐ 

議案第１２６号 

 

東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例の一部改正について 

 

（産業部ブランド推進課）  

 

１ 改正の要旨 

東広島市道の駅湖畔の里福富において、次の施設の使用及び制限行為に係る使

用料を利用料金とすることに伴い、その実施に関し必要な事項を定めるととも

に、所要の規定の整備を行おうとするものである。 

 (1) 交流館体験学習室 

 (2) 多目的ホール 

 (3) 多目的グラウンド 

 (4) キャンプ場 

２ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

令和９年４月１日等 

 (2) 経過措置 

   利用料金の徴収及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前におい

ても行うことができる。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 



‐２９‐ 

議案第１２７号 

 

   東広島市営住宅設置及び管理条例の一部改正について 

 

                            （建設部住宅課）  

 

１ 改正の要旨 

  磯松西住宅及び城山住宅を廃止しようとするものである。 

２ 施行期日 

  公布の日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 

 


